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あなたにも、マイナンバー。
はじまります。

マイナンバーキャラクター
マイナちゃん

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
は
、
住
民
票

を
有
す
る
全
て
の
方
に
付
さ
れ
る

１
人
１
つ
の
12
桁
の
番
号
の
こ
と

で
、
社
会
保
障
・
税
・
災
害
対
策

の
分
野
で
複
数
の
機
関
に
存
在
す

る
個
人
の
情
報
が
同
一
人
の
情
報

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に

活
用
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
一
生
使
う
も

の
で
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
漏
え

い
し
て
、
不
正
に
使
わ
れ
る
お
そ

れ
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
一
生

変
更
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
大
切
に

し
て
く
だ
さ
い
。

制
度
の
利
用
範
囲

○
社
会
保
障

　

年
金
の
資
格
取
得
や
確
認
・
給

付
、
雇
用
保
険
の
資
格
取
得
や
確

認
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
事
務
、
医

療
保
険
の
保
険
料
徴
収
、
福
祉
分

野
の
給
付
、
生
活
保
護
な
ど

○
税

　

税
務
署
等
に
提
出
す
る
確
定
申

告
書
・
届
出
書
・
調
書
に
記
載
す

る
ほ
か
、
そ
の
内
部
事
務
な
ど

○
災
害
対
策

　

被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
の
支

給
、
被
災
者
台
帳
の
作
成
な
ど

※
こ
の
ほ
か
、
社
会
保
障
・
地
方

税
・
災
害
対
策
に
か
ん
す
る
事
務

で
、
市
町
村
が
条
例
で
定
め
る
事

務
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
利
用
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

▼
平
成
27
年
10
月
～

　

住
民
票
を
有
す
る
全
て
の
方
に

12
桁
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
通
知
さ

れ
ま
す
（
中
長
期
在
留
者
や
特
別

永
住
者
な
ど
の
外
国
人
も
対
象
と

な
り
ま
す
）。

　

簡
易
書
留
で
住
民
票
の
住
所
に

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
た

「
通
知
カ
ー
ド
」
が
送
付
さ
れ
ま

す
（
住
民
票
の
住
所
と
異
な
る
と

こ
ろ
に
お
住
ま
い
の
方
は
ご
注
意

く
だ
さ
い
）。

▼
平
成
28
年
１
月
～

　

社
会
保
障
、
税
、
災
害
対
策
の

行
政
手
続
で
順
次
利
用
が
始
ま
り

ま
す
。

　

希
望
者
に
は
申
請
に
よ
り
個
人

番
号
カ
ー
ド
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

個
人
番
号
カ
ー
ド
は
表
面
に
氏

名
、
住
所
、
生
年
月
日
、
性
別
と

本
人
の
顔
写
真
が
、
裏
面
に
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
、
本
人
確

認
の
た
め
の
身
分
証
明
書
と
し
て

利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、

電
子
証
明
書
も
標
準
搭
載
さ
れ
、

e-Tax

な
ど
の
各
種
電
子
申
請
を

行
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

●！  マイナンバー（個人番号）とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のこと。
・�平成28年１月から社会保障・税・災害対策の行政手続きで使用が始まります。
・法人にも13桁の法人番号が指定され、官民問わず自由に使用できます。

平成27年

10月から
マイナンバーを

一人ひとりに
お届けします！

３
つ
の
メ
リ
ッ
ト

行政の効率化

手続きが正確で
早くなる

国民の利便性の向上

面倒な手続きが
簡単に

公平・公正な
社会の実現

給付金などの
不正受給の防止

マイナンバー制度のお問い合わせは、マイナンバーコールセンター（内閣官房）

０５７０ｰ２０ｰ０
マ

１
イ

７
ナ ン

８
バ ー

（全国共通ナビダイヤル）
※お掛け間違いのないよう、くれぐれもご注意ください。

平日９時３０分～１７時３０分（土日祝日・年末年始を除く）
※ナビダイヤルは通話料がかかります。
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応は０５７０ｰ２０ｰ０２９１におかけください。
※一部 IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、０５０ｰ３８１６ｰ９４０５におかけください。
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